
令和元年１２月  ６  日 

 

文部科学省総合教育政策局長 

浅田 和伸 様 

 

 

 

教職大学院振興に関する要望書 

 

 

 

                   日本教職大学院協会  
会長 加治佐 哲也  

 
 
 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 
 制度創設から１０年を経た教職大学院は全国に設置されるとともに、教

員養成高度化の中核機関として中央教育審議会の答申等でその成果が高

く評価され、今後の一層の発展が期待されております。 

 

 しかしながら、文部科学省から発表された令和元年度の教職大学院入学

状況調査において、多くの教職大学院の入学者数が定員を大きく下回って

いることが判明いたしました。この結果を受けて各教職大学院からヒヤリ

ングを行ったところ、各教職大学院は例外なく、教育委員会等のニーズに

対応した高度で実践的な教育プログラムを開発・実施しており、それぞれ

の地域で高い評価を得ていること、また入学者を増やすための広報や教育

委員会への働きかけを精力的に行っていることが確認されました。 

 

 しかし、そうであるにもかかわらず入学者は確保できておりません。そ

れは、制度創設以来の課題である「修了者への具体的なインセンティブ」

が用意されていないことに依ると言わざるを得ません。 

 

 そこで、全教職大学院を代表する立場から、教職大学院の振興には下記

のような施策が不可欠と考え要望いたしますので、特段のご高配を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

  



記 

 

 

 

１．現職教員修学者への支援 

 

・教員研修定数の拡充 

・修学にあたっての財政的支援 

・給与、待遇における優遇措置 

 

 

２．学部からの進学者に対する支援 

 

・学部との一貫教育による５年制課程の制度化 

（３+２又は４+１化） 

・採用試験における優遇措置 

・初任者研修の免除 

・初任給の優遇措置 

 

 

３．教員のキャリアパスにおける教職大学院の学びの制度化 

 

・教員育成指標における教職大学院の学びの位置づけの明確化 

（中堅教諭等資質向上研修の免除など） 

・管理職登用への教職大学院修了の必須化 

 

 

４．教育課程の弾力化 

 

・共通科目編成の柔軟化 

・実習免除要件の緩和 

・実習単位の他校種免許状（1 種）への流用 

 

 

５．教職大学院を活用した民間企業等経験者の教員への登用促進 

 

・教員免許状を所持しない民間企業等経験者への教職大学院独自

免許状の創設 

 

 

 

 



令和元年１２月  ６  日 

 

文部科学省高等教育局長 

伯井 美徳  様 

 

 

 

教職大学院振興に関する要望書 

 

 

 

                   日本教職大学院協会  
会長 加治佐 哲也  

 
 
 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 
 制度創設から１０年を経た教職大学院は全国に設置されるとともに、教

員養成高度化の中核機関として中央教育審議会の答申等でその成果が高

く評価され、今後の一層の発展が期待されております。 

 

 しかしながら、文部科学省から発表された令和元年度の教職大学院入学

状況調査において、多くの教職大学院の入学者数が定員を大きく下回って

いることが判明いたしました。この結果を受けて各教職大学院からヒヤリ

ングを行ったところ、各教職大学院は例外なく、教育委員会等のニーズに

対応した高度で実践的な教育プログラムを開発・実施しており、それぞれ

の地域で高い評価を得ていること、また入学者を増やすための広報や教育

委員会への働きかけを精力的に行っていることが確認されました。 

 

 しかし、そうであるにもかかわらず入学者は確保できておりません。そ

れは、制度創設以来の課題である「修了者への具体的なインセンティブ」

が用意されていないことに依ると言わざるを得ません。 

 

 そこで、全教職大学院を代表する立場から、教職大学院の振興には下記

のような施策が不可欠と考え要望いたしますので、特段のご高配を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

  



記 

 

 

 

１．現職教員修学者への支援 

 

・教員研修定数の拡充 

・修学にあたっての財政的支援 

・給与、待遇における優遇措置 

 

 

２．学部からの進学者に対する支援 

 

・学部との一貫教育による５年制課程の制度化 

（３+２又は４+１化） 

・採用試験における優遇措置 

・初任者研修の免除 

・初任給の優遇措置 

 

 

３．教員のキャリアパスにおける教職大学院の学びの制度化 

 

・教員育成指標における教職大学院の学びの位置づけの明確化 

（中堅教諭等資質向上研修の免除など） 

・管理職登用への教職大学院修了の必須化 

 

 

４．教育課程の弾力化 

 

・共通科目編成の柔軟化 

・実習免除要件の緩和 

・実習単位の他校種免許状（1 種）への流用 

 

 

５．教職大学院を活用した民間企業等経験者の教員への登用促進 

 

・教員免許状を所持しない民間企業等経験者への教職大学院独自

免許状の創設 

 

 

 

 


